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              留萌市生活応援商品券

            

          

        

        
        
          
          
            新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、エネルギー、食料品等物価高騰の影響を受けている市民の生活支援と地域経済の活性化を図ることを目的として、留萌市生活応援商品券を発行することとなりました。

          

          

          	名称	留萌市生活応援商品券
	発行総額	3億7,050万円
	発行冊数	28,500冊
	プレミアム率	30% 
	商品券額面	 1,000円券（一種類のみ）
	販売内容	1冊 13枚綴りを

                10,000円で販売 
	購入限度	お一人様 3冊まで 
	購入条件 	 ○　商品券の購入は、留萌市民に限り、専用ハガキにて事前に申し込みが必要です。

                ○　申込書は、「町内回覧」に折り込みとなります。

                ※お一人様で複数枚の申込み、返信用切手が貼られていないもの、記入漏れがあるものは、無効になります。

                ※申込用紙は、留萌商工会議所、市役所、るもいプラザ、留萌信用金庫(本店・中央支店）にも置いてあります。 
	 申込期限	 令和５年１０月２７日（金）必着

                ※事務局（留萌商工会議所）へ持参も可能です。ただし、返信用切手（63円）は必要です。 
	 購入方法	 ○　「購入引換券」は、専用申込書の本人宛返信ハガキにて郵送します。
○　購入の際は「購入引換券」に代金を添えて、下記の販売所でご購入ください。

                ※分割払いやクレジットカード、電子マネーはご利用できません。

                ※購入引換券を紛失された場合は、再発行出来ませんのでご了承ください。
	購入期間	令和5年12月1日（金）～令和5年12月22日（金）

                ※事前に購入申込みが必要です。 
	販売所	留萌産業会舘（錦町1丁目）

                10:00～16：30　（土日も販売いたします。）

                ※るもいプラザでの販売はいたしません。

                
	商品券

                使用期間	令和5年12月1日（金）～令和6年2月23日（金）

                （令和6年2月24日以降は使用できません） 
	商品券の使用に関する

                注意事項	〇　商品券は、取扱店の表示があるお店でご利用になれます。

                〇　商品券は、いかなる場合も現金とは引き換えいたしません。また、額面以下のご利用の場合でもお釣りは出せません。

                〇　商品券には、使用有効期限がありますので期間内にご利用ください。（以後無効）

                〇　商品券には、発行者印・番号がついていますので、無いものは使用できません。

                〇　商品券を購入後、盗難・紛失・破損等した場合は、その責任を負いません。
	商品券の

                利用対象に

                ならないもの	〇　商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発行する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いもの

                〇　たばこ事業法（昭和５９年８月１０日 法律 第６８号）第２条 第１項 第３号に規定する製造たばこの購入

                〇　医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）

                〇　事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入

                〇　出資や債務の支払い（税金、保険料、振込手数料、電気・水道・電話料金など）

                〇　現金との換金、金融機関への預け入れ

                〇　土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く）等の不動産や資産性の高いもの（自動車等）に関わる支払い

                〇　風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律（昭和２３年 法律 第１２２号）第２条に規定する営業に係る支払い

                〇　特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの

                〇　その他、利用対象商品として、ふさわしくないもの
	その他	○　新型コロナウイルス感染予防対策として、販売所での「マスク着用・手指の消毒」等は、個人の判断で実施をお願いします。

                ○　体調の悪い方は、ご来場をご遠慮頂きますようご協力よろしくお願い申し上げます。


          

          取扱店一覧はこちらから

          

          　取扱店の募集について

          留萌市プレミアム商品券実行委員会では、現在、上記商品券の取扱店を募集しておりますので、希望されます方は、当所窓口、又は本ページより「留萌市生活応援商品券」取扱店舗申込書兼誓約書をダウンロードし必要事項をご記入いただき、留萌商工会議所（実行委員会事務局）まで、ＦＡＸ又は郵送等によりお申込みをお願い致します。

          ※申込みにあたっては、募集要項をご確認ください。

          ※募集要項、申込書は以下よりダウンロードできます。

          
◇留萌市生活応援商品券　取扱店募集のご案内（ＰＤＦファイル）

          ◇留萌市生活応援商品券　取扱店舗募集要項（ＰＤＦファイル）

          ◇留萌市生活応援商品券　取扱店舗申込書兼誓約書（ＰＤＦファイル）

          

            
          【申込締切】

          令和5年9月25日（月）まで

          ※取扱店申込は、9月25日以降も受け付けますが、以後のお申し込みについては、チラシ等紙媒体への掲載ができない場合がありますので、 予めご了承ください。 
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  留萌中小企業相談所では、毎月第２木曜日に日本政策金融公庫旭川支店融資担当者による、金融・事業承継・創業相談会を実施しています。

  

  ○今月の開催日○

  　  4月11日（木）

  

  ◇来月の開催予定日◇

  　 5月9日（木）

  

  事前予約が必要となります。

  詳しくは、留萌中小企業相談所（TEL：0164-42-2058）までお問合せ下さい。
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